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近畿地方整備局事業評価監視委員会（令和６年度 第４回） 

令和７年１月２４日 

 

（反訳省略） 

「一般国道１６８号 十津川道路」 

【委員長】  それでは、本件について、委員の皆様から御意見等がありましたら、よろ

しくお願いします。 

 特に問題はないと思いますが、令和５年の委員会の中で、十津川道路Ⅱ期の再評価があ

りました。Ⅱ期はまだ進捗率が１％で、南海トラフ地震を考えると、このエリアの道路は

かなり有用だと思います。頑張っておられることは理解していますが、できるだけ十津川

関連のラインが早期に開通することを願っています。 

 また、地元の効果と記載されていますが、前回、紀勢線の事業で、新宮市や紀宝町とい

った自治体から、人口定着、定住のために交通ネットワークが必要だという要望がありま

した。恐らくこの道路も新宮市などとつながっているので、本当はそのような自治体から

も必要とされているのではないかと思います。道路ネットワークが海際と山側の両方で繋

がっていることがリダンダンシーの観点からも絶対にいいので、きっと望まれているでし

ょう。そう考えると、十津川地域だけの道ではありませんので、もっと早く道路ができて

いくといいと思っています。これは単なる感想です。 

【委員】  私の先祖は明治２２年に十津川村で水害に遭い、北海道の新十津川に移りま

した。母親は十津川で生まれたということもありまして、十津川には思い入れがあります。

３ページに旅行速度というところがあります。ある種統計的な話ですが、２.８ｋｍほど低

下していることが不思議と言えば不思議です。ほぼ変化なしですが、低下していますので、

これが統計的にどのような意味を持つのか、少しではあるが低下していることについて理

由をお聞きししたいと思った次第です。 

【事務局】  まずは、委員長、激励の言葉ありがとうございます。また、質問ありがと

うございます。 

 先ほど３ページで質問いただきました旅行速度の関係です。従前は交通の大部分がこの

道路を使っており、スピードを出して走る通過交通もありましたので、結果的に４０ｋｍ

という速度になっています。整備後については、交通量４２２台と、地域内の交通で、例

えば地域の方々の移動とか、いわゆる低速の車両の割合が増え、結果的に少し速度が低下
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しているところでして、混雑が発生している都会の道路と少し事情が違うものですから、

そういった事象の違いが数値として結果に現れていると考えています。 

【委員長】  ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかの委員の皆様からも御意見がないようですので、まとめとさせていただ

きたいと思います。今回、十津川道路事後評価の審議結果について、当委員会に提出され

た資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（案）のとおりでよいと判

断されるとしますが、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

【委員長】  ありがとうございました。 

 次の案件に移りたいと思います。続きましては、木津東バイパスの審議となります。 

 資料の説明をお願いします。 

 

「一般国道１６３号 木津東バイパス」 

【委員長】  それでは、本件について委員の皆様から御意見等をいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

【委員】  資料の５ページ目ですが、バイパスができて、混雑も随分解消されており、

非常に効果の上がった事業であると思います。このスライドの木津交差点北側の交通量の

図について、開通前後で、通過台数は２万台程度なので、そこまで大きくは変わらないよ

うに思います。ただ、通過速度は毎時約２０ｋｍが約３０ｋｍに４割ほど速くなっていま

す。これは、交通密度の変化により、開通前は、ゆっくりたくさんの車が通過していたの

が、開通後は、同じぐらいの台数の車がスムーズに通過できるようになった、という理解

でよろしいでしょうか。 

【事務局】  そういった理解でよいと思います。交通量はあまり減っていませんが、渋

滞をし始めるタイミングでは、交通量が少し減るだけでも旅行速度が回復するということ

がありますので、その結果が今回の効果につながったのではないかと考えています。 

【委員】  よく分かりました。 

【委員長】  では、ほかにはいかがですか。 

【委員】  私からは、お礼といいますかコメントです。１０ページの得られた知見につ

いて、事前説明のときに、もう少し得られた知見がどうだったのかを整理していただきた

いとコメントさせていただきました。先ほどの事業でも本事業でも、どこに普遍性がある
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のか、何がこれからの事業にとって役に立つのかを改めて整理していただいた形になった

と思いました。このように整理をしていただけると非常に分かりやすくなりましたので、

非常によかったと思います。 

【委員長】  ほかは、よろしいでしょうか。 

 今年度の最終回なので、１つ私も雑感を述べたいと思います。この事業は、６００ｍに

すぎないとはいえ、用地着手から８年で開通し、｢早い｣と感じますが、本当にそれでいい

のか、と少し思うところがあります。８年は子供が大人になるぐらいの年月ですが、それ

でも道路整備は｢早い｣と感じるということは、我々の感覚もどこかおかしくなっているよ

うな気もします。 

 「早い」ことの大事さについて、インフラ整備における民間活用の話をしますと、道路

などは基本的に２０年後や３０年後に整備が完了しますが、民間の感覚からすると、リタ

ーンが返ってくるまで長期間を要する投資になります。そのような状況は、投資の観点か

らは、四半期成果主義や株主資本主義に全く合わないスピードだと思います。早くインフ

ラが完成することが民間活用においても重要なので、早いことは、地元にとってだけでは

なく、インフラ整備の資金繰りにおいても有効になるでしょう。そういう意味でもスピー

ドアップを図ることは大事だと思います。 

  

 それでは、まとめに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 本件、木津東バイパスの審議結果について、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針（案）のとおりでよいと判断されるとしますが、

よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

【委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、次の案件に移りたいと思います。本日最後の案件です。第五管区海上保安本

部（泉佐野）第二庁舎についての審議です。 

 資料の説明をお願いします。 

 

「第五管区海上保安本部（泉佐野）第二庁舎」 

【委員長】  それでは、本件について、委員の皆様から御意見等がありましたら、よろ

しくお願いします。 
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 神戸港と関西空港の近辺ということで、ロケーションの面からも妥当な配置だと個人的

には見ています。 

 先生、お願いします。 

【委員】  細かい話ですが、環境保全のところで、スライドの１０について、です。こ

れはもともと設計段階でＣＡＳＢＥＥのＡを取得しているということです。太陽光発電が

導入され、これは発災時の独自電源確保の観点でも役に立つものだと思います。どれくら

いの電力、何を賄えるぐらいの電力が実際に確保されている状況かを教えてください。 

【事務局】  太陽光発電は、特定の機器に対して供給しているのではなく、建物全体に

対して付加しているようなかたちで供給しています。非常時には、太陽光発電に頼るので

はなく、非常用発電設備が別途ありますので、そちらがメインかと思います。太陽光発電

が何％かは今即答ができなくて申し訳ないですが、とても大きいものが屋根に乗っている

わけではないです。写真のとおりの規模です。 

【委員】  おっしゃるように、そんなに大きくは見えませんでした。 

【委員長】  このような機能が必要だから、これぐらいのパワーで、このような太陽光

発電を置くといった説明があると良い、ということだと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

【委員】  もう少し施設全体が分かりたいと思います。第一庁舎の様子が分からないの

で、本来はどんな感じか少しイメージし辛いところです。 

もう１つ、気になることは、建物が２階建てということです。１階については高潮のと

きの可能性があるとし、写真を見ると１階に、車庫ではないのかもしれませんが、いろん

な車両があります。そうすると、津波は大丈夫なのかもしれませんが、高潮などの場合、

２分の１の部分が使えなくなる可能性があるのは、少し気になると思いました。何がいい

たいかというと、どこかにもっと大きなものを建てるという選択肢はなかったのかを確認

しておくべきだと。委員長がおっしゃったように、もちろんこの場所が非常にいい場所だ

からということについては分かりますが、２ストーリーズのうちの半分がということにつ

いては少しだけ気になるところがあると思って聞いていました。もしもお答えがあれば、

お願いしたいと思っています。 

【事務局】  １階に置いているものについては、高潮の場合は、ある程度時間的な余裕

があるので、２階に上げたり、別の場所へ移動させるような運用をしているという話は確

認しています。 
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【委員】  ということですね。場所はここがほぼベストということですね。予算なども

考えた上で、ほかのところにもっと大きなものを造るという選択肢はなかったということ

でしょう。分かりました。 

【委員長】  そういうことですね。恐らく土地確保とか様々な事情を考え、ここにされ

たと思います。そういう回答があるとよかったと思います。そのような考え方でよろしい

ですね。 

【事務局】  ほかの場所では考えられなかったと思います。 

【委員長】  ということかと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 では、本件についてのまとめとさせていただきたいと思います。本件の審議結果ですが、

当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（案）

のとおりでよいと判断されるとさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

【委員長】  どうもありがとうございました。 

 本件をもちまして、本日の審議は全て終了となりました。御協力ありがとうございまし

た。一旦事務局にマイクをお返しします。 

【事務局】  皆様、長時間の御審議ありがとうございました。本日の議事録を作成して

いますので、もう少しだけお時間をいただければと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  議事録の速報版を画面に映し出しています。御覧いただけますでしょうか。 

 それでは、委員長、確認をお願いします。 

【委員長】  お待たせしました。では、事業評価監視委員会審議議事録（速報版）の確

認を行いたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日御審議いただきました事後評価の３件について、いずれも、当委員会に

提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切であり、対応方針（案）のとおりで

よいと判断されるという結論とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

【委員長】  お認めいただいたということで、ありがとうございました。 

 それでは、今画面に映っているとおり確認させていただきましたが、最後に、委員の皆

様、何か御意見等はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、もう一度事務局にマイクをお返ししたいと思います。 
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【事務局】  それでは、以上をもちまして、令和６年度第４回近畿地方整備局事業評価

監視委員会を閉会とします。委員の皆様、長時間の御審議、誠にありがとうございました。 

── 了 ── 


